
脚5
日

紺
4人1

5　水

10月

11凶

日2品

朝
潮
17用

18i、」

19掠

20品

21時

22日

23中編鑑識鯉破婚唆
24月

25日

ブ6穴

27）

28年

29i

西田l

SS

SS

不在者投票は

選挙替珪委員会でどうぞ

投票日当日、仕事や旅行などの「やむを得ない事情」で

投票できない人は、不在者投票ができます。印鑑を持って

役場2階の選挙管理委貴会へお越しください。

●不在者投票ができる期間
▽県知事選挙　3月23日から4月8日まで

▽県議会議員一般選挙　3月31日から4月8日まで

▽町長・町議会議員一般選挙　4月18日から2日まで
●時間　いずれも毎日午前8時30分から午後5時まで

町内詣居着の捜某所は

転居の日によって変わります

町内で転居した人は、転居の届け出日によって投票所が変
わります。県知事・県離選挙については、3月13日までに町

内転居した人は、新住所地（転居先）の投票所で、3月13日
以降に町内転居した人は、旧住所地（転居前）の投票所で椴
果してください。町長・町譲選挙については、本紙4月10日

号でお知らせします。

線 ���伽≒瀧茎 ��lhR要田ノー学理巷腫 潤し塀菰璧－ �����mml宣，－具と王‾　JlE 

県知事 �県議会議員 �町長・町鵠会醸貝 

粟国 ��4月9日（日） ��4月23日（日〉 

示日 ��3月23日 �3月31日 �4月18日 

遭 ��基準日 登録日 ��3月22日 �3月30日 �4月17日 
国　籍 �� 

賠 ÷ 蓬 栄 �年齢 要件 �� ��昭和50年4月 24日までに生 まれた人 

住所 要件 ��平成6年 �平成6年 �平成7年 12月22日 �12月30日 �1月17日 

＝ ��き続き住民基本 

選挙人 ��期間 �3月23日 　から �3月31日 　から �4月18日から 

名簿 �の ��3月24日 �4月1日 �4月19日まで 

縦覧 ����まで �まで 

場所 � 

l窃彼勿／



くらしの ��� 
′19鮒書棚掘事′（飢蘭書音 

情報 ��� 

馨 
資源保護のため ��� 

金あき缶は㊧ 
リサイクルへ 

役場293－1234 ��� 

戦争体験記 ��� 

原稿募集 
●応募資格　戦争にまつわる体験 ��� 

をお持ちの人 

●応募方法　400字詰め原稿用紙 

で6・7枚程度。冒頭に表題を、 

末尾に住所、氏名（ふりがな）、 

年齢、性別、電話番号を記入し 
てください。また、原稿内容を 

伝える写真があればお貸しくだ 

さい。（写真はお返しします。 

写真の裏に住所と氏名を記入し 
てください） 

●締め切り　6月13日（火）当日 

消印有効 
●記念品　応募者全員に記念品 

●応募先　福岡県総務部県政情報 

：ニ〕「∵音読： 
「戦争体験原稿彊調と記入し てください 　子 　“「 

） �� 

＼ �il iiI・ �∴∴ � 

〈1 1－： �言18∴ l 鴬 ＼。 

〆

桓胡書館脚莱
短期開）（勅勘を欝ででみませんが

産莱課農政商工係では、昨年の秋に

引き続き地鶏のあっせんを行います。

ふるって申し込みください。

●申し込み期間　3月27日（月）－4

月5日（水）

●申し込み資格　町内在住の人

●募集人員　先着30大分（300羽）

●募集要領　▽雛の種類＝イサブラウ

ン▽雛の羽敬二1戸（1人）10羽以

内▽雛の日輪＝50日経

●配付方法　5月下旬ごろ、各地区ご

とに配付予定

●雛の価格　雄・脹ともに1滴309円

（618円の半額を町で補助）

●申し込み　印鑑を持参のうえ、産業

課農政商工係窓口で申し込みくださ
い。電話での受付はいたしません。

●問い合わせ　産業課農政商工係

くじ

妊
婦
相
談
と
4
か
月
児

健
康
診
蓋
が
あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
は
保
健
衛
生
係
へ

◆
妊
婦
相
談

●
と
き
　
4
月
3
日
　
（
月
）
午
後
1
時

3
0
分
～
3
時
0
0
分

●
と
こ
ろ
　
役
場
保
健
室

●
内
容
　
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
、
産

前
・
産
後
の
知
識
、
妊
婦
体
操
と
お

産
補
助
動
作
な
ど

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
印
鑑
　
（
母
子
健

康
手
帳
の
受
領
者
の
み
）

●
料
金
　
無
料

⑫
4
か
月
児
健
康
珍
重

●
と
き
　
4
月
1
3
日
　
（
木
）
午
後
1
時

1
0
分
～
1
時
4
0
分

●
対
象
　
生
後
4
か
月
児
～
6
か
月
児

（
平
成
6
年
1
0
月
か
ら
1
2
月
生
ま
れ

の
乳
児
）

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
内
容
　
医
師
に
よ
る
診
察
、
身
体
測

定
、
保
健
婦
に
よ
る
保
健
指
導
な
ど

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
母
子
健
康
手

帳
、
健
康
診
査
察
、
バ
ス
タ
オ
ル

●
粗
金
　
無
料

※
対
象
者
に
は
個
人
通
知
し
ま
す
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦
覧
を
行
い
ま
す

税
務
課
固
定
資
産
税
係

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
平
成
1
年

度
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
を
行
い

ま
す
。
自
分
の
土
地
や
家
屋
の
課
税
台

帳
を
確
か
め
ま
し
ょ
う
。
特
に
、
昨
年

家
の
新
築
・
増
築
や
土
地
の
売
買
な
ど

固
定
資
産
に
異
動
が
あ
っ
た
人
は
、
ぜ

ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
所
有
者
以
外
の

人
が
縦
覧
す
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必

要
で
す
。
な
お
、
電
話
に
よ
る
価
格
な

ど
の
問
い
合
わ
せ
に
は
応
じ
て
い
ま
せ

ん。●
縦
覧
期
間
　
4
月
1
日
か
ら
2
0
日
ま

で
　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
縦
覧
時
間
　
午
前
8
時
0
0
分
か
ら
午

後
5
時
ま
で

●
縦
覧
場
所
　
役
場
税
務
課
固
定
資
産

税
係
窓
口

一
イ

「

鍋
田
両
膝
瞥
笛
鮒
国

平
成
1
年
度
固
定
資
産
税
第
1
期
分

の
納
期
限
は
、
5
月
3
1
日
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
本
年
3
月
の
地
方
税
法
の
改

正
に
と
も
な
い
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦
覧
が
例
年
よ
り
1
か
月
遅
れ
た
た
め

で
す
。
納
付
書
は
5
月
中
旬
ご
ろ
発
送

し
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
税
務
課
固
定
資

技
能
検
定
試
験
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
せ
ん
か

福
岡
県
職
業
能
力
開
発
協
会

福
岡
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
は
、

平
成
1
年
度
前
期
技
能
検
定
試
験
を
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

●
受
付
期
間
　
4
月
3
日
　
（
月
）
　
～
1
4

日　（金）

●
実
施
す
る
職
種
　
造
園
、
機
械
加
工
、

電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

て
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
ど
も

服
製
造
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
畳

製
作
、
防
水
施
工
な
ど
五
十
四
職
種

●
受
験
手
数
料
　
▽
学
科
試
験
＝
一
律

二
千
六
百
円
▽
実
技
試
験
＝
八
千
五

百
円
か
ら
一
万
三
千
八
百
円
ま
で

●
申
し
込
み
　
職
業
能
力
開
発
協
会

℡
0
9
2
　
（
6
1
1
）
　
1
2
3
8

※
受
験
資
格
な
ど
詳
細
は
、
福
岡
県
能

力
開
発
課
技
能
振
興
係
　
〔
℡
0
9
2

（
6
5
1
）
　
1
1
1
1
㈹
〕
　
へ
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。



タl国人重鎮上の

外国人登録証明書に記載される

世帯主と子どもとの続柄「長男」
「二女」などが、3月20日から「子」

に変更されます。

これにともない3月20日以降に

外国人登録される人の登録証明書

には、世帯主と子どもとの続柄は
「子」と表示されます。

また、すでに外国人登録されて
いる人の登録証明書については、

3月20日以後、きりかえや外国人

国民年金保険料
4月から11，700円になります

付加保険料は変わりません

〃l

「

場住民課に提出されたものから

示を「子」に変更していきます

●問い合わせ　住民課住民係

（／叶

l �巨細売主＿㌧ �圃趨S；，臓後 

評驚万零‾ ＿盛＿＿＿＿ �1．010円 �700円（紙的 

詣　8摩 �消費者物価（こ �消費者紛価（こ 
スライド �スライド 

萎談が �ひとつの医意義 �入院日数分支払 

う　ー．、住 

初の鯵療日に支 　　ム �民税非撰親世帯 

⑳諺溢 �払う。繕e病院 �等で、老齢福祉 では舎診憲科＿ と、医瀞と歯科 では別々に支払 �年金の受飴縮審 
は、1日500円 を2か月間だけ 支払う） 

う 

雇
用
促
進
事
業
団
の
財
形
教

育
融
資
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

融
資
額
は
最
高
脚
万
円

雇
用
促
進
事
業
団
で
は
、
財
形
貯
蓄

を
し
て
い
る
勤
労
者
に
、
本
人
ま
た
は

家
族
が
進
学
や
在
学
中
に
必
要
な
教
育

資
金
の
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。
公
的

融
資
制
度
で
す
か
ら
利
率
が
低
く
、
利

用
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

●
融
資
対
象
費
用
　
入
学
金
、
授
業
料
、

教
科
書
代
、
下
宿
代
な
ど

●
議
資
対
象
施
設
　
高
等
学
校
、
短
大
、

大
学
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
な
ど

●
融
資
額
　
財
形
貯
輩
残
高
の
五
倍
以

内
で
、
十
万
円
か
ら
四
百
五
十
万
円

ま
で

●
融
資
条
件
　
▽
利
率
＝
年
五
・
六

七
％
　
（
2
月
1
日
現
在
）
　
▽
返
済
期

間
＝
八
年

●
申
し
込
み
　
財
形
教
育
融
資
業
務
取

扱
店
の
掲
示
の
あ
る
金
融
機
関
へ

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
雇
用
促
進
セ
ン

℡
0
9
2
　
（
2
6
2
）
　
2
1
0
0

ご
存
じ
で
す
か

福
岡
県
の
情
隷
公
開
制
度
と

個
人
惜
譜
保
護
制
度

情
報
公
開
制
度
と
は
、
県
の
公
文
雷

を
閲
覧
で
き
る
制
度
で
、
県
民
で
あ
れ

ば
い
つ
で
も
簡
単
に
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

や
県
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
は
県
の
総
合

計
画
、
統
計
資
料
、
市
町
村
の
資
料
な

ど
も
自
由
に
閲
覧
で
き
、
必
要
な
情
報

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
県
が
持
っ

て
い
る
個
人
に
関
す
る
情
報
な
ど
に
つ

い
て
、
適
正
な
取
り
扱
い
を
確
保
す
る

た
め
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
県
が
持
っ
て
い
る
個
人
に
関
す

る
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
情
報
の
本

人
は
開
示
を
求
め
る
こ
と
な
ど
も
で
き

ま
す
。

●
制
度
の
窓
口
　
総
合
窓
口
は
県
民
情

報
セ
ン
タ
ー
〔
県
庁
行
政
棟
一
階
℡

0
9
2
　
（
6
5
1
）
　
1
1
1
1
㈹
〕

相
談
・
案
内
窓
口
は
北
九
州
地
区
県

．〆

民
情
報
コ
ー
ナ
ー
〔
県
小
倉
総
合
庁

舎
二
階
℡
　
（
5
8
1
）
　
4
9
3
4
〕

●
利
用
時
同
　
情
報
セ
ン
タ
ー
、
情
報

コ
ー
ナ
ー
い
ず
れ
も
午
前
9
時
か
ら

午
後
0
時
1
5
分
ま
で
と
午
後
1
時
か

ら
5
時
ま
で
　
（
土
・
日
曜
日
・
祝

日
・
年
末
年
始
は
休
み
）

中
間
・
遠
賀
地
区
「
少
年
の
船
」

団
員
と
ス
タ
ッ
フ
募
集

申
し
込
み
は
所
定
の
用
紙
で

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
現
地
で
の
自

然
観
察
を
通
し
て
、
団
体
生
活
の
楽
し

さ
と
社
会
参
加
の
意
義
を
学
び
ま
せ
ん

か
。
中
間
・
遠
賀
地
区
「
少
年
の
船
」

実
行
委
員
会
で
は
、
団
員
と
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●

と

き

　

8

月

2

日

～

6

日

●
と
こ
ろ
　
屋
久
島
・
種
子
島

●
募
集
人
員
　
▽
団
員
＝
九
十
人
▽
ス

タ
ッ
フ
＝
二
十
人
程
度

●
参
加
資
格
　
▽
団
員
＝
遠
賀
郡
・
中

間
市
に
住
む
小
学
4
年
生
か
ら
中
学

2
年
生
ま
で
▽
ス
タ
ッ
フ
＝
高
校
生

以
上

●
参
加
費
用
　
▽
団
員
＝
小
学
生
は
七

万
五
千
円
、
中
学
生
は
八
万
三
千
円

▽
ス
タ
ッ
フ
＝
七
万
円
程
度

●
申
し
込
み
　
教
育
委
員
会
社
会
教
育

課
に
あ
る
所
定
の
申
込
用
紙
で
4
月

1
日
か
ら
2
9
日
　
（
当
日
消
印
有
効
）

ま
で
に
実
行
委
員
会
へ

●
問
い
合
わ
せ
　
中
間
・
遠
賀
地
区

「
少
年
の
船
」
実
行
委
員
会
の
武
谷

さ
ん
℡
　
（
2
8
2
）
　
6
2
6
1

げ
ろ
、
う
え
に
保
険
料
の
割
引
が
あ
り
お

得
で
す
。
4
月
に
平
成
8
年
3
月
ま
で

の
一
年
分
を
前
納
す
る
場
合
の
保
険
料

額
は
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。

窓
口
で
支
払
う
黄
用

国
民
健
康
保
険
税
は
い
つ
か
ら
納
め
る
の

保
険
税
は
、
国
保
加
入
の
資
格
を
得
た
月
か
ら
納
め
ま
す
。
加
入
の

届
け
出
を
し
た
月
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
3
月
に
会
社
を
や

め
、
5
月
に
国
保
加
入
の
届
け
出
を
し
た
場
合
、
保
険
税
は
、
加
入
資

格
を
得
た
3
月
分
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
　
（
た

だ
し
、
給
付
は
申
請
し
た
月
か
ら
と
な
り
ま
す
）
。
最
高
で
3
年
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
の
で
、
届
け
出
が
遅
れ
る
と
納
入
の
負
担
が
大
き
く

な
り
ま
す
。
資
格
を
得
た
ら
す
ぐ
に
役
場
国
保
年
金
係
へ
届
け
出
を
し

納
付
は
世
帯
主
の
義
務
で
す



老人医療の一部負担金
4月1日から1，010円に

（外来の場合）

知っておきたい国保ミニミ

老輪福祉年金
支払いは4月11日から

受け取った後は

年金証書の提出を

受け取りはお早めIC

国民健康保険証を交付します

今、お持ちの国民健康

保険被保険者証（保険証）
は、3月31日で期限が切

れます。新しい保険証を

次のとおり交付します。
●とき∴3月27日（月）

から31日（金）まで

（午前9時から午後
4時まで）

●ところ　役場玄関ホ
ール

●縛ってくるもの　保

険証（桓色）と印鑑

※遠隔地の学生など豪旗と別に保険証をお持ちの人
は、申請書（住民繰回保年金係にあります）に学生柾
の写しまたは、在学駈鵬書を添付して、和義をお持ち
のうえ、国保年金係で手続きをしてください。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
基
礎
年
金

（
老
齢
・
障
害
・
遺
族
）
　
を
支
払
う
た

め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
基
礎
年
金
は

将
来
に
わ
た
り
生
活
の
基
礎
的
部
分
を

ま
か
な
う
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
年
金

額
の
値
打
ち
が
守
ら
れ
る
よ
う
物
価
の

上
昇
に
応
じ
て
毎
年
4
月
に
年
金
額
の

改
定
が
行
わ
れ
る
ほ
か
、
少
な
く
と
も

5
年
ご
と
に
は
生
活
水
準
の
向
上
に
み

あ
う
年
金
額
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
物
価
上
昇
や
生

活
水
準
の
向
上
に
よ
る
年
金
額
の
引
き

上
げ
に
照
ら
し
て
、
保
険
料
も
段
階
的

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。現

在
、
年
金
を
受
け
て
い
る
人
た
ち

の
暮
ら
し
を
支
え
、
将
来
私
た
ち
自
身

が
年
金
を
受
け
取
る
と
き
の
年
金
の
値

打
ち
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の
保

険
料
引
き
上
げ
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
理
解

く
だ
さ
い
。

納
付
組
織
で
納
め
る
と

奨
励
金
を
交
付
し
ま
す

五
人
以
上
の
納
付
組
織
を
作
っ
て
、

国
民
年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
付
す

る
と
、
徴
収
総
額
の
二
％
の
奨
励
金
を

交
付
し
ま
す
。
お
得
で
す
の
で
、
ご
近

所
の
人
や
、
お
知
り
合
い
の
人
と
納
付

組
織
を
作
り
ま
せ
ん
か
。

便
利
で
お
得
な
前
納
制
度
が
あ
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
を
利
用
さ

れ
る
と
、
毎
月
納
め
に
行
く
手
間
が
省

平
成
3
年
に
制
定
さ
れ
た
老
人
保
健

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
で
は
、

老
人
医
療
に
か
か
る
一
部
負
担
金
　
（
医

者
に
か
か
っ
た
場
合
に
自
分
で
支
払
う

費
用
）
　
の
額
が
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
で

改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
平
成
1
年
度
の
外
来
一
部
負

担
金
が
現
行
の
一
月
千
円
か
ら
十
円
引

き
上
げ
ら
れ
、
一
月
千
十
円
に
な
り
ま

す。
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
で
は
、
総
務
庁
が

作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価

指
数
の
伸
び
率
を
指
標
に
一
部
負
担
金

が
改
定
さ
れ
ま
す
。
改
定
は
十
円
未
満

の
端
数
切
り
捨
て
で
行
わ
れ
る
た
め
、

今
回
、
入
院
一
部
負
担
金
の
改
定
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

※
住
民
税
非
鰻
親
世
帯
等
の
人
は
、
標
準
負

担
額
減
額
認
定
書
が
必
要
で
す
。
現
在
入
院

中
で
、
ま
だ
標
準
貫
担
額
減
額
鰐
定
書
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、
お
急
ぎ
、
役
場

国
保
年
金
係
で
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い。●
申
請
に
必
要
な
も
の
　
健
康
保
験
面
、
老

人
医
療
受
蛤
者
瞳
、
印
竃

納
税
通
知
書
は
世
帯
主
あ
て
に
送
ら
れ
ま
す
。
世
帯
主
自
身
は
会
社

勤
め
な
ど
で
国
保
の
被
保
険
者
で
な
い
場
合
も
、
納
付
義
務
は
世
帯
主

に
あ
り
ま
す
。

保
険
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

▼
保
険
税
は
、
国
保
の
大
切
な
財
源
で
す
。
財
源
が
不
足
し
国
保
が
運

営
で
き
な
く
な
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
国
保
か
ら
の
十
分
な
給
付
も
受

け
ら
れ
ず
、
負
担
だ
け
が
重
く
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
保
険

税
納
付
は
国
保
加
入
者
の
義
務
で
す
。
き
ち
ん
と
納
め
、
国
保
の
健
全

な
運
営
を
支
え
ま
し
ょ
う
。

▼
災
害
な
ど
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
保
険
税
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、

保
険
税
の
減
額
・
免
除
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
お
早
め
に
国

保
年
金
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
特
別
な
理
由
も
な
く
長
い
間
、
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
保
険
証
を
返
し
て
い
た
だ
ざ
ま
す
。

②
①
に
よ
っ
て
、
医
療
費
が
一
旦
、
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

③
国
保
給
付
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
。

④
財
産
差
押
え
な
ど
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

老
齢
福
祉
年
金
の
1
月
期
の
支
払
い

が
4
月
日
日
　
（
火
）
　
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
4
月
期
分
を
受
け
取
ら
れ
た
ら
、

す
ぐ
に
老
齢
福
祉
年
金
証
書
を
役
場
国

保
年
金
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

8
月
に
受
け
取
る
年
金
額
を
記
入
す

る
た
め
の
大
切
な
届
け
出
で
す
。
必
ず

守
り
ま
し
ょ
う
。

※
老
齢
福
祉
年
金
と
老
齢
基
礎
年
金
は

異
な
る
も
の
で
す
。
お
間
違
え
の
な
い

よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。



ずれはこ￥・・・
狂犬病の予防注射と登録をお忘れなく

狂犬病予防注射　日程表

園

もうすく始まります
狂犬病の予防注射と登録

今年度の予防注射と登録の日程が決まりました。

日程表を掲載していますので、あなたの都合のい

い目を選んで受けてください。費用は注射と登録

あわせて6．000円（予定）です。注射は生後91日目

から受けられます。

なお、この日程で、都合がつかない場合は、次

の動物病院でも注射と登録ができます。それ以外

の動物病院では、注射のみとなります。この場合、

登録は遠賀保健所で行ってください。

●注射と登録ができる動物病院

【遠賀町】▽おんが動物病院（新町）℡（293）

2　011

【中間市】▽末崎犬猫病院℡（246）1487

▽ハーレー動物病院℡（244）5980

【岡垣町i▽伊藤動物病院℡（283）2722

▽ビレッジ動物病院℡（283）1013

【水巻町】▽松田犬猫病院℡（202）1124

【芦屋町】▽野中家畜病院℡（223）0366

と �き �凄∴量∴易 

4月10日 （月） �午 前 �10時　　一10時10分 � 
若　松　公　民　館 

午 後 � �別　府　公　民　館 
2時45分－3時 � 

4月11日 （火） �午 前 �10時　　－10時50分 �鬼　津　公　民　館 尾　崎　公　民　館 

午 後 �1時20分－2時 �広　渡　公　民　館 
新　町　公　民　館 

4月14日 （金） �午 前 � � 東　町　公　民　館 

午 後 � �木　守　公　民　館 

3時　　－3時15分 �千代丸公民館 

4月17日 （月） �午 前 �10時　　－10時40分 �老　良　公　民　館 

午 後 �1時15分－2時5分 �東和苑公民館 

2時50分－3時 �旧　停　公　民　館 

4月19日 （水） �午 前 �10時　　－11時30分 �田　圃　公　民　館 

午 後 �1時15分－2時 �松　ノ　本公民館 

4月24日 （月） �午 前 � � 

毎年7回の登録が生涯7回になります
犬を飼っている皆さん、今年の4月から犬の登録制度が変わることになりました。新しい登録制

度は、正確に犬の状況を把握しなから、飼い主が負担に感じていた登録にかかる費用や手間を少な
くすることを目的に改正されました。

ろ 

－ 00 l′ ●● �漢 �ク 

窒籠簑課諸，罷録　ご注意ぐ燥い！ 

毎年1回の登録が、新制度では1　・平成6年度に犬の登録をしていた 

生涯に1回登録すればよいことにな　　方も、平成7年4月1日から実施さ 

ります。つまり、4月1日以降に1　れる新制度でも登録をしなければな 

回登録を済ませば、あとはその必要　　りません。 

がなくなります。しかし、飼い犬が死　・犬の鑑札と狂犬病予防注射済票は、 

亡したときや犬の所在地が変わった　　犬の首輪につけていなければなりま 

とき、あるいは飼い主の住所の変更　　せん。 

があったときなどは、そのたびごと　・犬の登録は生涯1回となりますが、 

に飼い主は市町村へ届け出をしなけ　　狂犬病の予防注射は従来と同様に年 

ればなりません。　　　　　　　　　1回受けなければなりません。 

′
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「ほら、ここにもあるよ」。自分たちで採ったツク

シを手にこきげんの3人は遠賀川の花田康夫くん智
子ちゃん見境、そして前田友誰ちゃん。3月5日、
西川河川敷で小さい春を見つけました。

予防接種法の改正

問い合わせは保健衛生係へ

予防接種法が改正され、4月から風しん予防接種
の対象年輪が変わります。また、これまで中学2年

生の女子に行っていた集団接種は4月からなくなり、

男女を問わず医療機関で個別接種を受けていただく
ことになります。（本紙3月10日号に折り込んだ予防

接種計画表をご覧ください。新しい予防接種の詳細
は、4月10日号でお知らせする予定です）

●風しんの予防接種4月からの対象年齢は

生後12か月以上

00か月（7歳6か月）未満
口の部分

7歳6か月以上　　　　；の人は、12蔵になるまで

12歳未満i定期では受けられません。

平成15年以降は対象でな
くなります。

※4月に7蔵6か月（00か月）、16黛を迎える人〔昭和
62年10月生まれと昭和54年4月生まれの人〕は、予防

々∴接種を受けられる日数がわずかですので、魚いて受け
●　てください。

※嵐しんの予防接種は1回で済みます。幼児期に受け
られた人は、12越から16級までの問に受ける必要はあ
りません。

努附しませんか働脚 　線務庁の海外泥道事業 ●国康青年育成交流（航空機による海外泥道〉 

●世界青年の船 

※対象者の年齢は、いずれも4月1日現在 

少年対策課へ℡092（641）4740（訪問国・ 

廃品績蘭富劾回収袋施田鶴へ◎
婆縄彊韮灘蓬テ
使い捨て時代と呼ばれる現在は、ごみの量が増え

るばかりでなく大切な資源を食いつぶし、まだ利用

できるものまで、わざわざお金をかけて灰にし、埋

め立てています。

遠賀町では、ごみの減量と資源化を推進するため
に平成3年度から廃品回収実施団体へ奨励金を交付

しています。

奨励金交付対象団体の

登録受付は4月28日までcc

奨励金を受けるにためには、登

録が必要です。現在、継続的に廃
品回収をしている団体やこれから

始めようとする団体は、4月3日

（月）から4月28日（金）までに役場

保健衛生係へ届け出てください。

登録は、1年ごとの更新制です。

対象団体は営利を目的としない団体です

奨励金制度の対象となる団体は、資源ごみの集団回収を

継続的に実施する町内の自治会、子ども会、婦人会、老人
会など営利を目的としない団体に限ります。

対泉と練る品目は
紙類・布類・鉄頬・ビン類の4種類です

紙類・布類・鉄類は1キログラムにつき5円。ピン類は

1本につき5円の奨励金を交付します。（10円未満切り捨て）

⑥奨励金制度の概要

○資源ごみ集団回収団体の届け出（4月28日まで）
届け出をもとに登録します。

※駕録は単年度のみ有効。

l

O資源ごみ回収活動（廃品副文）
l

Oリサイクル業者への売却
※品目別数量・売却明細薄と仕切り膏

を受け取ってください。

1

0奨励金交付申請書を役場保健衛生係に提出
※交付申請帥こ必要事項を記入し明細

書・仕切り雷といっしょに提出して

ください。

l

O奨励金交付決定通知書
1

0奨　励　金　交　付

申請。閻陳禽 �謙鵜 
語継誤　爆能 �龍三傭　℡《織の¶蟹姓 
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